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後期高齢者医療制度のお知らせ
保険証（被保険者証）と減額認定証の一斉更新について

　　　　　　 問い合わせ
年金・長寿医療グループ（☎85 2 1 3 7）
北海道後期高齢者医療広域連合
　　　　　（☎ 0 1 1 － 2 9 0 － 5 6 0 1）

現在お持ちの保険証と減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）の
有効期限は７月31日（金）です。

平成27年度の保険料につきましては、７月に個別にお知らせします。

　７月中に新しい保険証と減額認定証を郵送しますので、８月１日㈯からは新し
いものを使用してください。
○新しい保険証と減額認定証の有効期限は、平成28年７月31日㈰までです。
○新しい保険証の色はオレンジ色、減額認定証はピンク色です。

■ 保険証と減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）が新しくなります ■■ 保険証と減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）が新しくなります ■

　現在、減額認定証をお持ちでない方で、交付要件（区分①または②）に該当す
る方は、年金・長寿医療グループに申請してください。

　被保険者の方に健康や医療に対する理解を深めてもらうため、医療費を半年ごとにまとめ、発行
希望者を対象に医療費通知を送付しています。
　新たに発行を希望する方は、北海道後期高齢者医療広域連合または年金・長寿医療グループへご
連絡ください（電話連絡のみで手続きできます）。
　なお、次回の発行は、９月（平成27年１月～６月の医療費が対象）に行います。
※すでに『発行希望』の連絡をいただいている方は、継続して発行しますので再度の連絡は必要あ
　りません。
※この通知を受け取ったことにより、申請などの手続きをする必要はありません。
※この通知を確定申告などの『医療費控除』の領収書の代わりとすることはできません。

■新たに減額認定が必要となる方■■新たに減額認定が必要となる方■

医療費通知の発行を希望する方へ医療費通知の発行を希望する方へ

▲保険証

▲減額認定証

７月に保険料額をお知らせします。
お知らせ１

お知らせ２

区分①：世帯全員が住民税非課税である方のうち、世帯全員の所得が０円の方
　　　　（公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方）または老
　　　　齢福祉年金を受給されている方
区分②：世帯全員が住民税非課税の方

　市では、65歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料を、高齢化率やサービス利用状況の変化などを考慮しな
がら３年ごとに見直しを行っています。先般、平成27年度からの65歳以上の方の介護保険料について、保険料の段
階や金額などを見直し、変更を行いました。
　さらに、低所得（第１段階）の方に対する保険料見直しを行い、市議会に改正案を提案しています。

・公的年金などから保険料を納めている方（特別徴収）
　　平成27年度の介護保険料として、４月・６月に、仮算定した額（前年度２月と同額）を既に徴収していますが、
次の表に基づき平成27年度の保険料を算定し、その金額から仮算定額を差し引いた額を８月以降に徴収します。
・納付書または口座振替で納めている方（普通徴収）
　　次の表に基づき平成27年度の保険料を算定し、7月に郵送で通知します。

○保険料の徴収方法と平成27年度保険料額

（※）介護保険料新旧対照表中の平成27年度の第１段階の年間保険料は、市議会で承認された後に確定します。

～ 介護保険料新旧対照表 ～

問い合わせ　高齢・介護グループ（☎85 5 7 2 0 ）
65 歳以上の方の介護保険料について

65歳以上の方の介護保険料について

33,300円

33,300円

39,900円

44,400円

53,200円

57,700円

66,600円

75,400円

19,900円

（※）

21,000円

21,000円

27,300円

31,500円

35,700円

42,000円

46,200円

52,500円

63,000円

73,500円

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

平成26年度(旧) 平成27年度(新)

保険料段階 保険料段階年間保険料 対象となる方 年間保険料

生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で世帯全員が
市民税非課税の方
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課
税年金収入の合計額が８０万円以下の方

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課
税年金収入の合計額が８０万円を超えて１２０万円以
下の方

本人が市民税非課税（世帯の中に市民税課税の人がい
る）かつ、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入
の合計額が８０万円以下の方

本人が市民税非課税（世帯の中に市民税課税の人がい
る）かつ、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入
の合計額が８０万円を超える方

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課
税年金収入の合計額が１２０万円を超える方

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万
円未満の方

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万
円以上１９０万円未満の方

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が１９０万
円以上２９０万円未満の方

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が２９０万
円以上の方

13

平成27年度見直しによる主な変更内容 提案中の改正案
さらに①保険料の段階を８段階10区分から９段階に変更

②第６段階以降の対象となる前年の合計所得金額を、
　120万円、190万円、290万円に変更
③各段階の年間保険料の変更

第１段階の年間保険料を、
22,200円から19,900円
に減額
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